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2019年度障害福祉サービス等報酬改定
における主な改定内容



「新しい経済政策パッケージ」に基づく
処遇改善について



第２章 人づくり革命

５． 介護人材の処遇改善

（具体的内容）

人生１００年時代において、介護は、誰もが直面し得る現実かつ喫緊の課題である。政府は、在宅・施設サービスの整備の加

速化や介護休業を取得しやすい職場環境の整備など、これまでも介護離職ゼロに向けた重層的な取組を進めてきたところで

ある。安倍内閣は、

２０２０年代初頭までに、５０万人分の介護の受け皿を整備することとしているが、最大の課題は介護人材の確保である。介護

人材を確保するため、２０１７年度予算においては、介護職員について、経験などに応じて昇給する仕組みを創り、月額平均１

万円相当の処遇改善を行うなど、これまで自公政権で月額４万７０００円の改善を実現してきたが、介護人材確保のための取

組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。

具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提

に、介護サービス事業所における勤続年数１０年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算

定根拠に、公費１０００億円程度を投じ、処遇改善を行う。

また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。

（実施時期）

こうした処遇改善については、消費税率の引上げに伴う報酬改定において対応し、２０１９年１０月から実施する。

新しい経済政策パッケージ
（平成29年12月８日閣議決定）（抜粋）
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新しい経済政策パッケージに基づく処遇改善加算の取得要件及び加算率の設定方法

（１）加算の取得要件
○ 今般の更なる処遇改善は、これまでの数度にわたり取り組んできた福祉・介護職員の処遇改善をより一層進めるものである
ことから、これまでの処遇改善加算と同様のサービス種類とする。

○ 長く働き続けられる環境を目指す観点から、一定のキャリアパスや研修体制の構築、職場環境等の改善が行われていること
を担保し、これらの取組を一層推進するため、 以下の取得要件とする。
・ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを取得していること。
・ 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること。
・ 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ＨＰへの掲載等を通じた見える化を行っていること。

加算の取得要件

加算率の設定

（２）加算率の設定
○ サービス種類毎の加算率は、それぞれの勤続年数10年以上の介護福祉士等の数を反映しつつ、同じサービス種類の中で
あっても、経験・技能のある障害福祉人材の数が多い事業所について更なる評価を行うため、福祉専門職員配置等加算、特
定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を２段階設定する。

○ 加算率の設定に当たっては、１段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、加算Ⅱの加算率がその×0.9となるよう設定
した上で、加算Ⅰの加算率を設定する。
※ 加算Ⅰと加算Ⅱで加算率の差が大きくなる（1.5倍を超える）場合には、×0.95となるよう設定
※ 福祉専門職員配置等加算及び特定事業所加算が無いサービスは、１段階の加算率に設定

サービス種類内の加算率の設定イメージ ２段階の加算率
※斜線部分の面積は同じ

加算Ⅰ：○．○ ％ 加算Ⅱ：○．○ ％

介護福祉士等の配置が手厚い事業所
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1段階の加算率

１段階の加算率
×0.9



各サービスごとの加算率について

（注１） ※を付したサービスについては、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を２段階に設定している。
（注２） 就労継続支援A型については、福祉専門職員配置等加算があるものの、計算結果として同じ加算率となっている。
（注３） 平成30年度からのサービスについては類似サービスと同じ加算率としている。
（注４） 就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着）は、処遇改善加算の算定非対象サービスである。
（注５） 短期入所について、併設型・空床利用型は本体施設の加算率を適用することとし、単独型は生活介護の加算率を適用する。

福祉専門職員配置等加算等があるサービス
加算Ⅰ

（福祉専門職員配置等加算等を取得している事業所）
加算Ⅱ

（福祉専門職員配置等加算等を取得していない事業所）

居宅介護※ 7.4% 5.8%

重度訪問介護※ 4.5% 3.6%

同行援護※ 14.8% 11.5%

行動援護※ 6.9% 5.7%

療養介護 2.5% 2.3%

生活介護 1.4% 1.3%

自立訓練（機能訓練） 5.0% 4.5%

自立訓練（生活訓練） 3.9% 3.4%

就労移行支援 2.0% 1.7%

就労継続支援Ａ型 0.4% 0.4%

就労継続支援Ｂ型 2.0% 1.7%

共同生活援助（指定共同生活援助） 1.8% 1.5%

共同生活援助（日中サービス支援型） 1.8% 1.5%

共同生活援助（外部サービス利用型） 2.0% 1.6%

児童発達支援 2.5% 2.2%

医療型児童発達支援 9.2% 8.2%

放課後等デイサービス 0.7% 0.5%

福祉型障害児入所施設 5.5% 5.0%

医療型障害児入所施設 3.0% 2.7%

福祉専門職員配置等加算等が無いサービス 加算

重度障害者等包括支援 1.5%

施設入所支援 1.9%

居宅訪問型児童発達支援 5.1%

保育所等訪問支援 5.1%
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全国の加算対象各サービス事業所におけるサービスごとの
勤続10年以上の介護福祉士等の職員数（常勤換算）

全国の加算対象各サービス事業所におけるサービスごとの給付費

事業所の
給付費

各サービスの
ベース加算率
１．０％

加算の給付

事業所

×

事業所の職員

処遇改善加算に係る加算率の算出方法（例）

×

加算Ⅰ
１．１％

８万円

加算Ⅱ
０．９％

×0.9

加算費用がベース
と同じになるよう

上乗せ

【有】加算Ⅰ：１．１％

又は

【無】加算Ⅱ：０．９％

福祉専門職員配置等加算等の有無により
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障害福祉人材の処遇改善における事業所内配分ルール

介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所に
おける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。
また、障害福祉人材についても、介護人材と同様の処遇改善を行う。

○ 新しい経済政策パッケージ（抜粋）

事
業
所
内
で
の
配
分

居
宅
介
護

生
活
介
護

児
童
発
達
支
援

A％ B％ C％

加
算
率
の
設
定

・・・

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

① ②

・ 10年以上の介護福祉士等の数に応じて加算率を設定
・ 一部サービスは福祉専門職員配置の手厚さ等を評価
し、加算率を二段階に設定

事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定

そ
の
他
の
職
種

他
の
障
害
福
祉

人
材

③

事業所内配分ルール

〇 原則、介護と同様の事業所内配分ルールとすることで、介護と一体的に運営している事

業所で混乱が生じないようにする。

① 経験・技能のある障害福祉人材（勤続10年以上の介護福祉士等）

② 他の障害福祉人材（勤続10年未満の介護福祉士等及びその他の福祉・介護職員）

③ その他の職種に従事する職員（①②以外の職員）

しかし、障害福祉サービス等報酬改定検討チームにおける「障害福祉サービス等の特性

として、研修等で専門的な技能を身につけた福祉・介護職員やその他の職種に従事する

職員においても専門的な技能で障害福祉サービス等の質の向上に寄与している職員がい

ることについて配慮が必要」という旨の意見を踏まえて、以下の特例を設けることとする。

・ 研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上の②の職員について、事業所の裁量で①

に含めることを可能とする。

・ 個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質向上に

寄与している③の職員について、事業所の裁量で②に含めることを可能とする。

※ ③の職員に関する職員区分の変更について、役職者を除く全産業平均賃金水準（年収440万

円）以上の者は対象外とする。

※ どのような職員について、職員区分を変更するのか報告を求めることとする。
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事業所内配分ルールのイメージ

【介護保険と同様の留意点】
※ ①について、勤続10年の考え方は事業所の裁量で設定。
※ ①について、小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は、合理的な説明を求める。
※ 各職員区分内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能。
※ 平均賃金について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いを可能とする。

【障害福祉サービス等の特性を踏まえた特例】
※ ①について、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の対象職種のうち介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士のいずれかの資格を保有する職員、又は心理指導担当職員（公
認心理師含む）、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者のいずれかとして従事する職員であって、勤続10年以上の者を基本とする。

※ 研修等で専門的な技能を身につけた勤続10年以上の②の職員については、事業所の裁量で①に含めることを可能とする。
※ 個別の障害福祉サービス等の類型ごとに必要となる専門的な技能によりサービスの質向上に寄与している③の職員について、事業所の裁量で②に含めることを可能とする。

（③の職員に関する職員区分の変更について、役職者を除く全産業平均賃金水準（年収440万円）以上の者は対象外とする。）

▶ ①経験・技能のある障害福祉人材において、「月額8万円」の処遇改善となる者又は処遇改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金
水準（年収440万円）」以上となる者を設定・確保すること。

→ リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を実現

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

②
他の障害
福祉人材

① ①

全て選択可能

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

経
験
・技
能
の
あ
る

障
害
福
祉
人
材

①

②
他の障害
福祉人材

③
その他の職種

▶ 平均の処遇改善額について、
・ ①経験・技能のある障害福祉人材は、②他の障害福祉人材の２倍以上とすること。
・ ③その他の職種（改善後の賃金額が役職者を除く全産業平均賃金水準（年収440万円）を超えない場合に限る）は、②他の障害福祉人材の２分の１を
上回らないこと。
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① or ②①＋②①＋②＋③

加算（Ⅰ）

月額3.7万円相当 加算（Ⅱ）

月額2.7万円相当 加算（Ⅲ）

月額1.5万円相当

加算（Ⅳ）

加算(Ⅲ)×0.9

加算（Ⅴ）

加算（Ⅲ）×0.8

or
① or ②

＋＋＋

職場環境等要件

算
定
要
件

現
行
の
処
遇
改
善

加
算
の
区
分

キャリアパス要件

いずれも
満たさない

取得率 59.1% 9.6% 9.6% 0.8% 0.7%

＜更なる処遇改善の取得要件＞
・ 現行の福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅰ）から（Ⅲ）までのいずれかを取得していること
・ 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
・ 福祉・介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること

＜サービス種類内の加算率＞
・ 福祉専門職員配置等加算、特定事業所加算の取得状況を加味して、加算率を２段階に設定
・ 加算率の設定に当たっては、１段階とした場合の加算率を試算した上で、原則、新加算（Ⅱ）の加算率がその×0.9となるよう設定
※ 加算（Ⅰ）と加算（Ⅱ）で加算率の差が大きくなる（1.5倍を超える）場合には、×0.95となるよう設定
※ 福祉専門職員配置等加算及び特定事業所加算が無いサービスは、１段階の加算率に設定

※ 現行の処遇改善加算と別の加算として設定
※ 一部サービスは１段階の加算率に設定
※ 加算（Ⅳ、Ⅴ）については、今後廃止予定

新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ） 新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）
新加算
（Ⅰ） 新加算

（Ⅱ）

処遇改善加算全体のイメージ
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現行の福祉・介護職員処遇改善加算の
加算率の一部見直しについて



＜2021年度報酬改定に向けた対応＞

○ 2021年度障害福祉サービス等報酬改定に向けて、2019年に社会福祉施設等調査を行う際に、調査票の「利

用者がいた場合に対応できる人数を記入してください。」という記載を削除した上で調査を実施し、その調査結

果を2021年度報酬改定に適切に反映させる。

＜2019年度報酬改定における暫定的な見直し＞

○ 暫定的な見直しとして、常勤換算従事者数が20人以上であって、１ヶ月の訪問回数１に対して、１ヶ月の常勤

換算従事者数１以上の事業所の数値を見直しの対象とし、常勤換算従事者数を平均値に置き換えて加算率

を見直す。なお、重度訪問介護と行動援護は、居宅介護や同行援護に比べ、２人対応や長時間対応が多い実

態を踏まえて、１ヶ月の訪問回数１に対して１ヶ月の常勤換算従事者数２以上の事業所を見直しの対象とする。

2019年10月から適用される具体的な加算率の見直し内容は、以下のとおり。

現行の福祉・介護職員処遇改善加算の加算率の一部見直しについて

対応方法

現行の加算率 見直し後の加算率

加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ） 加算（Ⅰ） 加算（Ⅱ） 加算（Ⅲ）

居宅介護 30.3% 22.1% 12.3% 30.2% 22.0% 12.2%

重度訪問介護 19.2% 14.0% 7.8% 19.1% 13.9% 7.7%

行動援護 25.4% 18.5% 10.3% 25.0% 18.2% 10.1%

同行援護 30.3% 22.1% 12.3% 30.2% 22.0% 12.2%
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障害福祉サービス等に関する
消費税の取扱い等について



障害福祉サービス等に関する消費税の取扱い等について

＜消費税率引上げに伴う報酬改定率について＞

○ 消費税率10％への引上げに伴う障害福祉サービス等報酬改定については、本検討チームでの議論内容等を踏まえ、平成

30年12月17日の大臣折衝において以下のとおり対応することとした。

※１ 消費税率８％引上げ時の対応と同様に直近の平成29年障害福祉サービス等経営実態調査の結果を用いて課税経費割

合を算出し、これに税率引上げ分（110／108－１）を乗じて改定率を算出する。

※２ 改定率0.44％ ＝ 23.9％ （障害福祉サービス等全体の課税経費割合） × （110/108-1）

＜報酬改定の方法について＞

○ 基本報酬単位数への上乗せ

課税経費割合（※）に税率引上げ分（110／108－１）を乗じて基本報酬単位数へ上乗せする。

※ 課税経費割合＝1.0－人件費比率－その他の非課税品目率

○ 加算の取扱い

各加算については、もとの単位数が小さく上乗せが１単位に満たない等の理由により、個々の加算単位数への上乗せが

困難であることから、加算に係る消費税影響相当分について、基本報酬単位数に上乗せする。

○ 障害福祉施設等が負担する課税費用について、障害福祉サービス等報酬で適切に補填を行う（2019年10
月実施）。

○ 障害福祉サービス等報酬 ＋０．４４％

新基本報酬単位数 ＝ 現行の基本報酬単位数 × （基本報酬単位上乗せ率 ＋ 加算に係る上乗せ率）

第４回「障害福祉サービス等
報酬改定検討チーム」
（H30.12.20） 資料１抜粋
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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の研修体系等の見直し概要

直接支援業務 １０年

※１ 実務経験の一部緩和
直接支援業務 ８年

※ 上記以外の実務要件は従前通りとし、サービス管理責任者と児童発

達支援管理責任者の実務要件の共通化は行わない。

○ 各分野（介護、地域生活（身体）、地域生活（知的・精神）、就労）

及び児童発達支援管理責任者別に研修を実施

○ 修了した分野及び児童発達支援管理責任者にのみ従事可

※３ 研修分野統合による緩和

○ サービス管理責任者の全分野及び児童発達支援管理責任者

のカリキュラムを統一し、共通で実施

○ 他分野に従事する際の再受講は必要なし

※ 30年度までの既受講者は、共通カリキュラムの修了者とみなす。

【分野統合※３】 研 修の修了

【新規創設】

実践研修

サービス管理責
任者として配置可【一部緩和※１】 実 務経 験

相談支援業務 ５年
直接支援業務 ８年
有資格者による相談・直接支援 ３年

基礎

研修

見直し内容の詳細 （H31.4～）

ＯＪＴ ２年以上

【一部業務可能

※２】

実務経験を満たして研修受講
・相談支援業務 ５年
・直接支援業務 10年
・有資格者による相談・直接支援 ３年

基礎研修は実務要件が２年満たない段階から受講、２年の実務を

経て実践研修を受講

【基礎研修受講時の実務経験】（現行→改訂後）
・相談支援業務 ５年→３年
・直接支援業務 ８年→６年
・有資格者による相談・直接支援 ３年→１年

※２ 配置時の取扱いの緩和

既にサービス管理責任者が１名配置されている場合は、基礎研修

を修了者を、２人目以降のサービス管理責任者として配置可とす

るとともに、個別支援計画原案の作成を可能とする。

研修修了後にサービス管理責任者として配置可

【分 野 別】 研 修の修了

【改定後】

サービス管理責
任者として配置可

実務経験
相談支援業務 ５年
直接支援業務 10年
有資格者による相談・直接支援 ３年

【現 行】

【新規創設予定】

専門コース別研修

【新規創設】

更新研修（５年毎）

【現 行】 【改定後】

※専門コース別研修については、厚生労働科学研究にて開発中
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サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置について

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

更
新
研
修

※

実
践
研
修
修
了
後

5
年
毎
に
受
講

相
談
支
援
従
事
者

初
任
者
研
修

講
義
部
分

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

基
礎
研
修

講
義
・演
習

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者
等

実
践
研
修

講
義
・演
習

入
職

＜実務経験＞
相談支援業務５年

（有資格者の場合は３年）以上
もしくは直接支援業務８年以上

基礎研修修了後３年間で
２年以上の実務

※基礎研修受講後に実務要
件を満たした場合を含む。

① 現行研修受講済みの者について

②基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について
※Ｈ３１～３３の基礎研修受講者に限る。

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者

等
研
修
（
旧
体
系
）

受
講

基礎研修修了時点において実務要件を満たしている場合は、
実践研修を修了するまでの３年間は、サービス管理責任者
等の要件を満たしているものとみなす。

サ
ー
ビ
ス
管
理
責
任
者

等
更
新
研
修

※

５
年
毎
に
受
講

H31.4～（新体系移行）

施行後５年間（H３５年度末まで）は、更新研修受講
前でも引き続きサービス管理責任者等として業務
可能
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就学前の障害児の発達支援の
無償化について

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部障害福祉課

社会保障審議会障害者部会

第94回(R1.6.24) 資料８

- 1-



※１．児童福祉法第21条の５の４における特例障害児通所給付費に係る利用者負担についても対象とし、通所特定費用（児童福祉法第21条の５の３）、
入所特定費用（児童福祉法第24条の２）及び医療にかかる利用者負担を含めない。また、放課後等デイサービスについては、就学後の児童を対象としたもの
であるため無償化の対象とはならない。

※２．医療型障害児入所施設には、指定発達支援医療機関を含む。

サービス内容

就学前障害児の発達支援の無償化の対象となるサービスについて

児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

未就学児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの
支援を行う

児童発達支援に加え、治療を行う

保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適
応のための専門的な支援などを行う

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能
の付与並びに治療を行う

福祉型障害児
入所施設

（児童福祉法第42条）

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う

無償化の対象となる就学前の障害児の発達支援の範囲については以下のとおり。

医療型
児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

居宅訪問型
児童発達支援
（児童福祉法第６条の２の２）

保育所等
訪問支援

（児童福祉法第６条の２の２）

医療型障害児
入所施設

（児童福祉法第42条）
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対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、

｢満3歳になって初めての４⽉１⽇から３年間｣ です。

問い合わせ先︓○○市 ○○部○○課
TEL:○○ー○○○○ー○○○○

MAIL︓ ○○．○○．ｊｐ

時 期 対 象 者

2019年10月1日
〜2020年３⽉31日

誕生日が

2013年4月２⽇〜2016年4月１日までの障害のある子ども

2020年４⽉１⽇
〜2021年３⽉31日

誕生日が

2014年4月２⽇〜2017年4月１日までの障害のある子ども

就学前の障害児を支援するため、下記のサービスについては、
対象者の利⽤者負担を無料とします。

（具体的な対象者の例）

※ 利⽤者負担以外の費⽤（医療費や、⾷費等の現在実費で負担しているもの）は引き続きお支払い
いただくことになります。

※ 幼稚園、保育所、認定こども園等と、上記サービスの両方を利⽤する場合は、両方とも無償
化の対象となります。

無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。
ご利⽤の障害児サービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることを事前にご確認ください。

・児童発達支援 ・福祉型障害児入所施設

・医療型児童発達支援 ・医療型障害児⼊所施設

・居宅訪問型児童発達⽀援

・保育所等訪問支援

無料となるサービス

３歳から５歳までの障害のある子どもたちのための

児童発達支援等の利⽤者負担が無償化されます

2019年10月１日から
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